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再開１３：００ 

 

（議長） 

休憩を閉じて再開致します。 

増永議員の発言を許可します。 

 

「増永議員」 

はい。 

 

（議長） 

増永議員。 

 

「増永議員」 

それでは質問させて頂きます。 

江差町の公文書や書類等の印鑑省略について質問させて頂きます。 

令和６年３月定例議会時に、公文書や書類等の印鑑省略について質問させて頂きま

したが、町長は、現段階において、当町では、具体的な検討に至っておりません。今

後、検討を進めて参りたいと考えておりますと答弁され、総務課長の答弁は必要な行

政サービスであるという認識を持ってございますので、検討を進めさせて頂きたいと

思いますと答弁されましたが、昨年の３月から１年３ヶ月経過しておりましたが、こ

の間の取り組みをお伺い致します。 

 

「町長」 

議長。 

 

（議長） 

町長。 

 

「町長」 

増永議員の１問目、江差町の公文書や書類等の印鑑省略についてのご質問にお答え

を致します。 

押印廃止に関するこれまでの取り組みと致しましては、昨年３月の増永議員の質問

以降、現状における町の条例規則要綱及び要領などにおいて、本文で押印することを

記載しているもの、関連様式で印を記載しているものなど、総数で１，３００を超え

る、超えている状況を確認致しました。 

押印見直しの基準として、押印を求める趣旨の合理性及び代替性の有無等が国のマ

ニュアルに示されており、これらを参考に既存の押印見直しと新たに押印を規定する



2 

 

際の判断基準とする必要があるものと認識しているところです。 

押印を規定している総数が１，３００を超えている状況にあることから、関連部署

の調整が図られた後、関連規定の改正を図って整理していきたいと思っております。 

 

「増永議員」 

議長。 

 

（議長） 

増永議員。 

 

「増永議員」 

ありがとうございます。１，３００っていう数は膨大な数でございますが、やはり

これは５年前にこのような指針が国から出されております。やはり１日も早く、町民

サービスの充実ということでことを進めて頂ければと思います。 

２問目いきます。新しい地方経済生活環境創生交付金、第２世代交付金について、

質問致します。 

地域活性化拠点施設(仮称)道の駅北の江の島整備事業(別紙１)、第２世代交付金実

施計画の申請書についてお伺い致します。 

１問目、この交付金申請書は、記載要項に基づいて真実を記載し、町長も確認され

てますか。 

２問目、３番にあります交付金対象事業の背景と概要。Ｃ交付金対象事業の概要、

（施設概要）の年間想定利用者数(目標入り込み数)は約１１万人と掲載され、７番目

の交付金対象事業の重要業績評価指標（ＫＰＩ）のＫＰＩ②、道の駅の年間利用者数

が２２万人、令和６年８月、道の駅拠点施設整備事業に関わる民間活力導入調査及び

基本設計業務報告書では、開陽丸記念館を除き、２０．８万人の利用者数と記載され

てあるが、江差町として、道の駅年間利用者数は何人なのかお伺い致します。 

３問目、８番にあります自立性、（自立性）の３番目に、売り上げの一部を町に納

付することを検討しとありますが、令和７年２月北の江の島拠点施設要求水準書３６

ページでは、一定以上の利益については、一部町への返還を求めることとすると書い

てあるが、利益、売上、どちらが正しいのかお伺い致します。 

 

「町長」 

議長。 

 

（議長） 

町長。 
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「町長」 

増永議員の２問目、新しい地域経済生活環境創生交付金についてのご質問にお答え

致します。 

１点目のご質問ですが、新しい地域経済生活環境創生交付金のいわゆる第２世代交

付金に係る実施計画書につきましては、記載要領に基づき作成し、令和７年２月４日

に檜山振興局に提出しております。 

内容につきましては、提出時点で、内部検討の中で積み上げたものを記載している

ものでありまして、町長までの決裁を経て提出しております。 

２点目、第２世代交付金に係る実施計画書の記載の年間想定利用者数、北の江の島

拠点施設整備に係る民間活力導入調査及び基本設計業務報告書における利用者数の

際、それと江差町として、道の駅年間利用者数は何人なのかということのご質問でご

ざいました。 

ご質問の中で、令和６年８月の民間活力導入調査報告書において、開陽丸記念館を

除き２０．８万人の利用者数と記載されているとのことでございますが、調査報告書

にはそのような記載はございません。報告、調査報告書では、入り込み目標について

は、年間３２万人としているところでございまして、これは前面道路、国道２２８号

線の２４時間交通量をベースにたちより、率を７％として入りこみ台数、入り込み人

数を設定したものでございます。 

一方で第２世代交付金に係る実施報告書におきましては、国道２２８号線の交通量

について１２時間交通量を採用しております。 

これは今回の道の駅整備が二つの交付金を活用しており、道の駅の２４時間利用可

能なスペースにつきましては、社会資本整備総合交付金、それ以外のスペースについ

ては、第２世代交付金を活用するスキームとしていることによるものでございまして、

主に営業時間が日中と想定されるスペースが対象となる第２世代交付金の実施計画

書においては、２４時間交通量ではなく１２時間交通量を採用し、年間利用者数２２

万人としているものでございます。 

なお、ご指摘のありました、実施計画書に記載の年間想定利用者数、目標入り込み

数、約１１万人という数字につきましては、約２２万人の誤りでございますので、今

後、修正等の対応をして行きたいと考えております。 

３点目、要求水準書に示しております、収入等の取り扱い、プロフィットシェアリ

ングについての表現の差異についてのご質問でございますが、利益という表現が正し

いものでございます。 

こちらについても今後、第２世代交付金の実施計画書の字句の修正等の対応をして

参りたいと考えておりますので、よろしくお願い致します。 

 

「増永議員」 

はい。 
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（議長） 

増永議員。 

 

「増永議員」 

はい。それでは、この申請書には誤りが２ヶ所あったということでよろしいですね。 

そしたら２問目いきます。９番目にあります、地域の多様な主体の参画。ここは各

団体から組織として意見を掲載するところです。石破総理の意向で、令和７年に追加

された項目と内閣府から聞いております。  

この中に江差観光コンベンション協会、江差町、北海道江差高等学校、江差商工会

の意見書が掲載されております。 

私が調べたところ、江差町を除く、各主体団体は、江差町の道の駅に対し、意見、

提案、コメントを提出してないと言っております。 

例えば、江差商工会は、本年５月１５日総会時に、過去に道の駅に対して意見提案

を行いましたかと質問致しました。そしたら会長さんは、商工会としてやってません、

とはっきり言いました。町長さんも出席されて確認してますよね。 

そして、観光コンベンション協会は、本年５月２７日、課長さんに確認致しました。

協会として、道の駅に対して提案は、令和７年度の事業から協力しましょうと提案を

致しましたので、令和６年度は行っておりません。 

そして、江差高校の場合は、本年５月２７日、校長先生から連絡を頂き、教頭先生

に確認したところ、そのような事実はないと言っています。 

また、学校教育法では、子供たちのことを幼稚園は園児、小学校は児童、中学や高

校は生徒、そして大学や高専は学生といいます。 

課長、江差町の申請書を見て下さい。学校、学生と共同して書かれて、記載例の丸

写しですよね。事例は高専からのコメントですので、学生と書かれてます。高校が出

したものならば、生徒と書きます。江差高校の教頭先生にも確認しました。やはり子

供たちを生徒と呼んでおります。この文書は明らかに高校が出したものではないこと

を証明しております。 

もしも、３主体団体からの意見ではない場合は、９番の要件は満たされていません。

虚偽の掲載があった場合は内閣府では問題だとも言ってます。 

お伺い致します。９番目の地域や多様性な主体の参画の意見、コメントは各主体か

ら頂いたものを載せているのであれば、原本があると思いますので、何年、何月、何

日、どこど、どこで、各団体の誰から提出なのか、提出のご意見なのかお伺い致しま

す。 

２問目、各主体団体から頂いたものではなく、各団体への江差町の意向や事実では

ないことを記載されたのであれば、誰の指示で記載したのか、指示した方のお名前を

公表して頂きたい。以上です。 
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（議長） 

暫時休憩致します。 

 

休憩１３：１１ 

再開１３：１７ 

 

（議長） 

はい。それでは休憩を閉じて再開致します。 

 

「まちづくり推進課長」 

まちづくり推進課長。 

 

（議長） 

まちづくり推進課長。 

 

「まちづくり推進課長」 

増永議員のご質問にお答えを致します。 

今回の第２世代交付金の実施計画の記載要領におきましては、交付金事業の初年度

が終了した時点で、地域の多様な主体の参画による効果検証及び改善方策への反映を

行うことを前提として、今回の令和７年度、第１回募集においては、今後、地域の多

様な主体がどのように参画し、ＰＤＣＡサイクルを運用していくかというのを記載す

ることも可能としますというような記載要領になってございます。 

従いまして、今回、令和７年度第１回募集において記載した内容は、江差町の担当

部局において、今後の想定をしながら記載をさせて頂いた内容ということで、これを

踏まえて、今後、これらの団体と意見交換を通じながら、こういった形での取り組み

を進めていくということでご理解を頂ければと思います。よろしくお願い致します。 

 

「増永議員」 

答弁になってません。議長、答弁になってます。 

いいですか、課長。それは僕、内閣府に確認しました。その通りです。課長の言わ

れる通りです。でも、いいですか。 

 

（議長） 

ちょっと暫時休憩致します。 

 

休憩１３：１８ 
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「増永議員」 

いいですか。 

 

「西海谷議員」 

指名してないど。 

 

「増永議員」 

議長言ったじゃないですか。 

 

再開１３：１９ 

 

（議長） 

もう一度答弁お願い致します。 

 

「まちづくり推進課長」 

まちづくり推進課長。 

 

（議長） 

まちづくり推進課長。 

 

「まちづくり推進課長」 

増永議員への再質問でございますが、繰り返しになりますが、初年度に関しまして

は、そういった各団体からの意見聴取、意見を記載するということではなくて、今後、

地域の多様な主体がどのように参画し、ＰＤＣＡサイクルを運用して行くかを、こち

らの判断で記載することも可としているということで、今回このような記載をしてい

るということでご理解を頂ければと思います。 

 

「増永議員」 

してない。おかしいでしょ。 

内閣府が「   」って言ってるんですよ。 

 

（議長） 

増永議員、指名してないんですから。 

 

「増永議員」 

はい。 
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（議長） 

答弁よろしいですね。 

 

「増永議員」 

終わった。 

 

（議長） 

終わりましたよ。 

 

「増永議員」 

ちょっとすいません。２番目の答えてないんですけど。 

 

（議長） 

もう答弁しました。 

 

「増永議員」 

いや、誰の指示でこれを書いたんですかっていう質問。 

 

（議長） 

答えに入ってましたよ。 

うん。何回も申し訳ないですが。 

 

「まちづくり推進課長」 

まちづくり推進課長。 

 

（議長） 

まちづくり推進課長。 

 

「まちづくり推進課長」 

誰の指示かということでございますが、それは担当部署の方で判断をしたというこ

とでございます。 

 

「打越議員」 

よし、いいど。 
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「増永議員」 

はい。 

 

（議長） 

増永議員。 

 

「増永議員」 

そしたらですね。２問目いく、３問目ですね、３問目になりますが、じゃあ、まち

づくり推進課とすれば、この地域対応の主体の参画の要件っていうのは、ね、今年は

１年目なので、確認してなく、これから各団体にこれを要請して行くと言う事でよろ

しいんですね、そしたら。そういうことですね。先ほどの答弁であればね。相手に断

りもなく載せたと言う事ですか、そしたら。 

そして、総務省はこれを裏付け、裏を取らないっていうのを分かってて、これ書い

てるじゃないですか。いいですか。その辺のところをまず、きっちり、もう一度確認

致します。 

それともう一つ、先ほどですね、私が高校のところを読み上げました。見て下さい、

課長。そこにちゃんと書いてるでしょ。この要件の高等専門学校のところのところに。

学生。丸写しですよ、丸写し。じゃあここの答弁どういうふうになるんですか。まず、

ここの答弁もお願い致します。 

引き続きまして、引き続きまして、いいですか。この、このような状態の中で、今

の先ほどですね、高校のところなんかの場合は、全く、そういう条件に整ってない。

誰が書いたか分からんすけども、そういうような状態になっている。こういう状態で

本当にこの申請書はいけるんでしょうか。 

内閣府では、この申請書にそういうような虚偽の内容があるのであれば、問題があ

ると言ってます。した場合にですね、例えばこの申請書が、何らかの不履行によって

補助金の申請が削減された場合、例えばその差額分を財政調整基金から崩すのか、そ

れともまた、道の駅を中止するのか、その辺の答弁もお願いします。 

そして、この形の中で、先ほど江差高校の部分、ああいう形でまる写しになったそ

の原因について、やはり内部で調査して頂いて議会に提出をお願い致します。以上。 

 

「まちづくり推進課長」 

まちづくり推進課長。 

 

（議長） 

まちづくり推進課長。 
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「まちづくり推進課長」 

はい。この内容は虚偽かどうかっていうところではあるんですが、あくまで先ほど

も申し上げました通り、担当課において、今後の要請行動、ま、意見交換等のことも

想定しながら、現時点で想定されるものを記載したということでございますので、各

団体の方とは、これから様々な意見交換を通じて、対応して行きたいというふうに思

っております。 

その中で、例えば修正が必要になったり、いろいろ協議の結果、変更が生じるよう

であれば、それは都度、都度、国とも協議をさせて頂きながら対応して参りたいとい

うふうに思っております。 

それに伴って、国の交付金が交付されないのではないかと言うご提言もあるようで

すが、そうならないように、担当課、担当課の方としては対応して参りたいというふ

うに考えております。 

資料の議会、議会からの提出については、議会から資料要求がございましたら対応

したいというふうに思います。 

 

「増永議員」 

はい。 

 

（議長） 

増永議員。えー３問目の質問。 

 

「増永議員」 

いいですか。はい。 

 

（議長） 

はい。 

 

「増永議員」 

はい。それでは３問目、財政不安定による道の駅の中止について質問致します。 

これは先ほど町長がですね、令和６年度の決算を報告する前の数字ですので、ちょ

っと誤差がありますので、その辺、ご理解頂きたいと思います。 

中期財政運営方針で財政調整基金が令和７年３億、令和８年３億円のこの２年間で

６億円を切り崩し、残高が１２．５億円になります。 

道の駅ふるさと納税が３億円が集まらない場合、財政調整基金を取り崩すことにな

っていますが、２．６億円取り、２．６億円以上取り崩すことになれば、残高が９．

９億円になります。財政調整基金が１０億円を下回ります。それでも道の駅を中止せ

ずに進めるのか、お伺い致します。 
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また、現、今、現在の企業版ふるさと納税の金額を公表して下さい。リサイクル粉

砕処理施設、令和１０年度、１１年、１０年度から１１年度の供用開始、焼却施設の

供用開始が令和１５年度とのことですが、道の駅との償還期限が被りますが、実質公

債比率は最大何％になるかお伺い致します。 

 

「町長」 

議長。 

 

（議長） 

町長。 

 

「町長」 

増永議員の３問目、財政不安定による道の駅中止についてのご質問にお答え致しま

す。 

まず、ご質問の冒頭にありました、基金残高について現時点の状況をお伝えしなが

ら、確認の意味を含めて若干説明させて頂きます。 

議員が示されておりますように、確かに今年１月に見直した中期財政運営方針にお

きましては、令和７年度、８年度に財政調整基金をそれぞれ３億円取り崩す財政推計

としております。 

しかし、取り崩す一方で、各年度の決算剰余金の一部を積み立てることも、推計に

は含まれております。 

繰り返しになりますが、本日、行政報告しました通り、令和６年度一般会計の決算

概要につきましては、財政調整基金の取り崩し可能額を３億５千万円で議決頂いたと

ころですが、実際には２億円の取り崩しで済んだことに加え、決算剰余金のうち、１

億５千万円を積み立てることが出来る状況であることから、結果として５千万円の取

り崩しに抑制出来ましたので、令和６年度末の基金残高は２２億５，０８６万４千円

となるもので、なる見通しです。 

このように増永議員がお話しされた、令和６年度末の基金残高１２億５千万円から

逆算しますと、令和６年度の基金残高は、議員の計算では１８億５千万円になります

ので、現時点で約４億円の開きがありますことをまずもってご確認頂ければと思って

おります。 

道の駅整備を中止せず進めるのかとのご質問でございますが、このような財政状況

を踏まえた上で、予定通り進めて参りたいと考えておりますので、ご理解頂きたいと

思います。 

なお、現在の企業版ふるさと納税の金額についてのご質問ですが、令和６年度末時

点で、北の江の島事業に充てるため、ご寄付を賜り、江差町企業版ふるさと納税地方

創生基金に積み立てている額は９６０万円となっております。 
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令和７年度に入り、現時点で２件、３１０万円のご寄付の申し出を頂いているとこ

ろでこれを合わせると１，２７０万円となります。 

この他にも複数の企業からご寄付の意向を頂いており、引き続き、事業の趣旨にご

賛同頂き、ご寄付頂けるよう、企業の皆様への働きかけをして参りたいと考えており

ます。 

また、企業版ふるさと納税とは別に、指定寄附金などについて、江差町かもめ島交

流拠点作り基金に積み立てしている額が、令和６年度末で３，０７０万円となってお

ります。 

最後に、南部桧山衛生処理組合の破砕リサイクル施設及び焼却施設の供用開始が新

道の駅の起債償還期間に重なることに伴って、実質公債費比率が最大何％になるのか

とのご質問でございます、ございました。 

ご案内の通り、中期財政運営方針の見直しに当たっては、北の江の島拠点施設整備

や防災情報伝達システム等の大型事業を見据え、第６次総合計画期間の令和１１年度

までに予定されている、普通建設事業を前提として洗い出し、それらの前提に紐づく、

起債償還額等に基づき、北の江の島拠点施設整備の起債償還が終わる、令和１９年度

までの実質公債費比率を参考値として提示致しました。 

この前提の事業の中には破砕リサイクル施設整備も計画段階の概要、建設費を用い

て、令和９年度、１０年度に各３億５千万円、計７億円を計上しているところですが、

事業主体となる南部檜山衛生処理組合では、今年度、施設整備計画策定業務に着手し、

施設建設地や配置等の検討を進めることとしていることなどから、当初予定している

供用開始年度が後年度にずれ込む見通しです。 

この状況を踏まえますと、焼却施設の建設についても、後年度にずれ込むことが見

込まれるなど、現時点において、事業費や事業年度などの具体的内容が明らかになっ

ておりません。 

また、これまでご答弁申し上げてきました通り、令和１２年度以降の実質公債費比

率については、第７次総合計画が施行され、まちづくりの指針が明らかになった段階

で改めて前提事業を洗い出す必要があります。 

従いまして、現時点において、焼却施設を含めた、実質公債費比率の試算は出来か

ねますのでご理解頂きたいと思います。 

 

「増永議員」 

はい。 

 

（議長） 

増永議員。 
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「増永議員」 

それでは、ふるさと納税が１，２７０万、３億までほど程遠いような気がしますが、

それでは、２問目いきます。 

令和５年１２月、定例議会時に、江差町の財政は豊かなのか、厳しいなのかの質問

をしました。 

町長の答弁は厳しい状況が続いているとの認識ですと。持続可能な財政運営を構築

して参りたいと考えていると答弁し、令和７年３月、定例議会時に、なぜ財政調整基

金を取り崩すのかの質問の際には、理由として、人件費、扶助費、物価高騰、補助費

の高止まり、補助金や起債等の特定財源と事業費の差額を埋めるために、財政調整基

金を取り崩したと答弁。 

また、安定的な行財政運営を行って来たと認識していると答弁。安定的な行政財政

運営を行っているのであれば、財政調整基金を取り崩すことはないと思うのですが、

おかしなお話ですと。 

収入以上に支出していることが最大の原因ではないでしょうか。町長は厳しい状況

が続いていることを認識し、持続可能な財政運営を考えている。財政再建をして、財

政基盤をしっかりやると思っていると、いつまで考えて、いつまで思ってるんですか。 

令和７年、令和８年、財政調整基金、６億円崩すんです。町長の在任中に財政調整

基金のピーク時は、平成２８年、約２４．７億円から令和８年度末までの間に、約半

年、半分の１２．２億円使い切り、企業版ふるさと納税と納税の穴埋めにも財政調整

基金を取り崩すような財政状況で道の駅を行い、開陽丸本体の修繕費、そしてリサイ

クル粉砕施設建設、焼却施設建設費、最終処分施設の建設などを行うんでしょうか。 

また、国が進める上下水道の強靱化計画も入ってくる中で、果たして江差町は全て

の事業を行えるのでしょうか。 

最後は、町民サービスの低下で終わるんでしょうか。町長が言う、行財政改革をい

つになったら行うのか。今やらなければ何時やるんですか。やる気があれば今、今日

から出来ます。やる気有りますか。 

ここにですね、令和、ごめんなさい。ここに１７年前の江差町集中改革プランがあ

ります。このように書かれてます。 

最初に、役場の内部努力によるコスト削減と、最優先的に進め、その上で、町民の

皆様に提供するサービス水準の見直しなどを行いましたと書かれてあります。内部努

力とは、まず人件費の削減や経費の見直しではないでしょうか。 

お伺い致します。財政調整基金、令和７年、令和８年６億円を取り崩さないために、

町長が言う行財政改革を具体的に何をするのか、お伺い致します。 

そして、行財政改革として、職員の給与の見直しを行うのかもお伺い致します。 

 

「財政課長」 

財政課長。 
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（議長） 

財政課長。 

 

「財政課長」 

はい。今、増永議員から様々な観点での行財政の視点、改革の視点といいますか、

そういった内容のご質問頂きました。 

私からは、町長就任してからの財政調整基金、或いはその他、特定目的基金、この

残高の推移を少し情報共有、提供させて頂きたいというふうに思ってございます。 

町長就任したのが、平成２６年の８月でございます。 

現在、今日の定例会冒頭に行政報告致しました通り、令和６年度末までの決算概要

が固まってございます。 

その上で情報を今申し上げますけれども、財政調整基金で、まず言いますと、令和

６年度期末では２１億２，３００万ほどの残高だったと。 

これが令和６年度末ではですね、申し上げました通り、２２億８６万４千円という

ことでございます。 

従いまして、約１億円の増加ということになってございます。 

それと、基金全体で言いますと、これ今度、令和、平成２６年度の期末残高で言い

ますと、２５億１，８００万ほどでございました。 

これが令和６年度末では、２５億３，１００万円ほどとなっておりまして、これに

ついては、令和７年度に積み立てるべき金額が含まれておりませんけれども、今、申

し上げました通り、財調、その他、特定目的基金含めまして、まぁほぼ同水準で基金

残高を推移していると、当然、間の年度では、取り崩しが多い時も有りましたけれど

も、一方で積み増しが多い時も有ったというふうに、均した結果、概ね同水準で基金

残高の方は維持して来ていると、こう言うまず状況を報告させて頂きます。よろしく

お願いします。 

 

（議長） 

副町長。 

 

「副町長」 

増永議員の質問、どこがちょっと、まぁ質問項目がちょっと外れるかもしれません

けども、財政課長も言ったように、３億５千万の例えば取り崩しを、予算、まぁ化に

当たってやる予定で議決を頂きましたけども、結果的に５千万の取り崩しで済んで、

現在２２億５千万有りますよということです。 

言いたいのは当初予算の時点と、また決算の状況で財調の残高というのは変わりま

すよって言う事も増永議員も十分認識しているというふうに思います。 
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あのーそういったところで、予算の編成に当たって、財調を使うのか使わないのか

っていうのを、今、この時点で求められてもですね、あれなんですが、今のこういう

行政需要の状況の中では、プラマイ、収入と支出でプラマイゼロっていうのはかなり

厳しいだろうというふうに思いますんで、予算、当初予算の段階では、財調の部分も

視野に入れ、ただし、出来るだけ財調に手をつけない予算編成をどうするかっていう

のは当然のことを考えていきます。 

それから職員の給与の削減をまず図るべきでないかということでございますが、今

の時点で職員の給与の削減っていうのは考えてございません。以上です。 

 

「増永議員」 

はい。 

 

（議長） 

増永議員。 

 

「増永議員」 

３問目いきます。 

今年のですね、４月２３日の建設新聞に若者や女性を引きつける選ばれる自治体の

新聞記事がありました。これは、内閣府が地方創生２．０の参考資料として調査した

ものでございます。これを見ると、就業率が高く、財政安定が自治体を選ぶ傾向にな

ってます。 

では、江差町の財政はどうでしょうか。町長が言うように、厳しい状況が続いてい

るとの認識、私も安定ではなく、黄色信号が点滅している状態の不安定だと思います。 

なぜならば、先ほども副町長が財政調整基金を３億５千万から５千万だけになった

というような言い方をしておりますが、でも最終的には、財政調整基金を切り崩して

るわけです。 

更にですね、道の駅で新たな起債を作り、長寿命化計画の先送りの結果、ゴミ処理

場関係施設の建て替えや開陽丸修繕等の事業が待ったなしで続き、２４億円の財政調

整基金を半分まで減らすような江差の将来は不安です。 

では、お伺い致します。財政が不安定状態で、しかも道の駅事業の経済効果も町民

に示さず、道の駅事業を行うことを８４％の町民は反対しています。道の駅事業を中

止し、財政安定化に力を入れるべきと思うが、町長の答弁をお願い致します。 

また改めて、１０億を、財政調整基金を、改めて１０億円を下回らないということ

を公言をして頂きたいと思います。 

 

（議長） 

副町長。 
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「副町長」 

ちょっと、また違ってたら、言って構いません。 

若者の住みたい街の関係のところから触れましたけども、それは財政が安定した町

でね、色々と子育ての支援策から色々なところで、それぞれの方の住む場所というの

は決まって来るだろうと思います。 

ただ一例を申し上げると、財政状況が安定した、例えば近隣の江差の近隣の町、ど

ことは言いませんけど、そういった町であっても、財政調整基金というのは、それな

りに一部崩したり、そういった状況の中で、将来見通しを立てた中で、予算編成にな

っているということも十分ご承知下さい。 

８０何％の町民が反対しているというのは、田畑議員か何かやった、それとも増永

議員が集めたアンケートの方々の数字、それをあたかも全町民の数字というふうに間

違って聞こえますんで、きちっと自分のやったアンケートですということですよね。

まずそういうことです。 

それで、さらには財調を１０億円を下回らないんだということをここで確約せよっ

ていう質問があったと思いますが、まぁ増永議員、まぁすっきりするんであれば、色々

これから事業があるし、リサイクルもあるし、開陽丸の改修もあるんで、自分として

は、ね、将来に非常に財政的に不安なんで、道の駅は考えるべきでないかってすっき

りしたそういう質問であればいんでしょうけど、いろんな角度から攻めて来るのは分

かりますけども、現時点で１０億下回らないのを、この本会議で私が確約する立場に

はありませんし、私がずっとやる立場ではないんですけども、必ずや財調も一定程度

の額を確保しながら、この道の駅については。もう一度繰り返します。 

当初予定した財調よりも今、残高いくらか増えたっていう表現ではないですけども、

当初よりも５千万で済んだという状況も踏まえながら、議会の議決を経ながら、今進

めている状況でございます。 

そういったところで、これからも道の駅については進めて参ります。以上です。 

 

（議長） 

以上で増永議員の一般質問を終わります。 

以上で今定例会に通告ありました一般質問は全て終了しました。 

これで一般質問を終結致します。 

 

 

 

 

 

 


